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第７２６回入札監理小委員会議事次第 

 

 

日 時：令和６年９月17日（火）16：59～18：18 

場 所：永田町合同庁舎１階  第１共用会議室 

 

 

１.開会 

２.実施要項（案）の審議 

 ○大学共同利用機関法人情報・システム研究機構の学術総合センター建物管理業務（大

学共同利用機関法人情報・システム研究機構 国立情報学研究所） 

 ○循環型社会形成推進基本計画に係るフォローアップ及び「循環型社会白書」作成支援

等業務（環境省） 

３.閉会 

 

＜出席者＞ 

  中川主査、石田副主査、大見副主査、岡本副主査、奥副主査、稲生専門委員、尾花専

門委員、和田専門委員 

 

（大学共同利用機関法人情報・システム研究機構の学術総合センター建物管理業務） 

  国立情報学研究所 総務部 

   平塚部長 

   田原会計課長 

   櫻井副会計課長 

 

（循環型社会形成推進基本計画に係るフォローアップ及び「循環型社会白書」作成支援等

業務） 

  環境省 環境再生・資源循環局 総務課 環境型社会推進室 

   近藤室長 

   関山室長補佐 

   大井室長補佐 

   中谷環境専門調査員 

 

（事務局） 

  後藤事務局長、大上参事官、平井企画官 
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○中川主査 それでは、ただいまから第７２６回入札監理小委員会を開催します。 

 初めに、学術総合センター建物管理業務の実施要項（案）について、大学共同利用機関

法人情報・システム研究機構国立情報学研究所総務部、平塚部長から御説明をお願いした

いと思います。なお、御説明は１５分程度でお願いいたします。 

○平塚部長 では、国立情報学研究所総務部長の平塚と申します。本日は学術総合センタ

ー建物管理業務に関する説明の機会をいただきまして、ありがとうございます。それでは、

これから説明に入らせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 

 資料Ａ－２、「学術総合センター建物管理業務における民間競争入札実施要項（案）」

を御覧ください。事業の内容と実施要項の見直し点について御説明させていただきます。 

 まずは、事業の概要について御説明いたします。３ページ、１.１（１）対象施設の概要

を御覧ください。本件の対象施設となる学術総合センターは、千代田区一ツ橋にございま

して、建物延べ床面積が約４万２,４８２平米、地上２３階建て、地下２階の施設であり、

国立情報学研究所、国立大学法人一橋大学、独立行政法人大学改革支援学位授与機構の３

機関が所有し、利用しています。本建物管理業務の調達は、国立情報学研究所において、

一橋大学、大学改革支援学位授与機構の施設部分を含め一括で行うものであり、その内容

等については、同ページ、１.１（３）業務の対象と業務内容に記載のとおり、先ほど申し

上げた３機関の業務を適切かつ円滑に実施するため、施設の一括設備を常に良好な状態に

保ち、施設の利用者及び教職員などの快適性、安全性、衛生などを確保するように、維持

管理業務を適切に実施することを目的としています。 

 業務内容は大きく分けますと、維持管理業務の取りまとめや業務設計の立案などを行う

統括管理業務、運転監視業務、定期点検、測定、整備業務などの設備管理業務、そして防

災センター業務、立哨・巡回業務、駐車場管理業務、防火管理補助業務などの警備業務の

３つの業務となります。 

 なお、実施期間につきましては、令和７年４月１日から令和１０年３月３１日までの３

年間を予定しており、これについては１０ページ、実施期間に関する事項に記載している

とおりとなります。 

 続きまして、実施要項の見直し点について御説明させていただきます。７ページ、１.１.

５、業務の引継ぎを御覧ください。ここでは受託事業者に変更があった場合の事務引継ぎ

に必要となる経費の負担について、負担者を明瞭にするための見直しを行っております。

まず、（１）現行の事業者からの引継ぎについては、従前は、事務引継ぎに必要となる経
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費は受注者の負担となるとしておりました。これを「事務引継ぎに必要となる経費は、業

務内容を明らかにした書類の作成等にかかるものは、現行の事業者、引継ぎにかかる交通

費等の実費は新たな受注者の負担となる」に改めております。 

 また、（２）本管理業務終了の際に事業者の変更が生じた場合の引継ぎにおいては、従

前の事務引継ぎにかかる経費は受注者の負担となるとしていたものを、「事務引継ぎにか

かる経費は、業務内容を明らかにした書類の作成等にかかるものは、受注者、引継ぎにか

かる交通費等の実費は次回の受注者の負担となる」に改めております。 

 次に１０ページ、３、入札参加資格に関する事項を御覧ください。建物管理業務におい

ては、これまで１者応札が継続していることが課題であると認識しております。今回の入

札では人員の確保が困難であったために応札に至らなかった事業者があったことから、こ

こでは１者応札の解決に向け、競争性を高めるため、入札参加資格要件を緩和した事項等

について説明させていただきます。 

 １１ページ、（７）各業務の実施に当たり必要な入札参加資格を御覧ください。⑩にお

いて、従前は警備業務を行う者として、英語対応をするために、ＴＯＥＩＣスコアが６０

０点以上の語学力を有する者を１名以上従事させることとしておりました。英語での対応

については、これまで主に外国人来訪者の案内、本センター５階にあるゲストルームの窓

口担当部署の勤務時間外、１８時から翌１０時、土日祝の外国人滞在者へのゲストルーム

キーの受渡しなどにおいて発生しておりましたが、外国来訪者の案内については、マニュ

アルに沿った対応を行うことを徹底するとともに、特に外国人滞在者には、通常時におけ

る外国人滞在者向けのパンフレット、それと新型コロナウイルス感染症の５類移行後は、

医療機関への英語対応往診サービスのパンフレットを設置するとともに、対応が必要な場

合は、事前に窓口担当部署から必要情報が提供されること。質問や要望への対応はパンフ

レットによるほか、外国人滞在者の受入れ担当部署や秘書が窓口となって行うなど体制を

見直した結果、「英語による日常会話が可能な語学力を有する者を１名以上従事させるこ

とが望ましい」へと緩和しております。 

 次に１２ページ、４、入札に参加する者の募集に関する事項の（１）入札の実施手続及

びスケジュールを御覧ください。今後の入札スケジュールにつきましては、令和６年１１

月上旬頃に入札公告を予定しております。その後、入札説明会及び入札等に関する質疑応

答を行い、入札書類の受付期限を令和６年１２月下旬頃に、開札を令和７年１月下旬とし、

その後、落札者について各関係部署に照会後、令和７年２月上旬頃に契約締結し、令和７
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年４月から業務開始を予定しております。このうち入札公告は、前契約時と同様の１１月

上旬頃に開始することとした一方で、入札書類受付期限を前回の１２月中旬頃から今回は

１２月下旬頃とするなど、人員の確保が少しでも可能となる約５０日程度の日数を設け、

前回より長い公告期間としております。 

 また、少しでも多く入札に参加していただけるよう、前回調達時にそれぞれ１回ずつ実

施した入札説明会及び現場説明会を今回は２回ずつ実施するとともに、入札説明会の日程

などの詳細については、国立情報学研究所のホームページにて速やかに公表するなど、周

知徹底を図りたいと考えております。事業者へより丁寧な説明の場を複数回設けることで、

事業者が新規参入の検討を行うに当たり、業務内容などを把握できるように努めてまいり

たいと思っております。さらに、前回の契約と同様に契約締結日を２月上旬とすることで、

業務開始の４月までの引継ぎ期間を約５０日程度確保する予定としております。この点に

ついても、より多くの事業者が入札への参加を検討できるようにしております。 

 これらを通じて、事業者が新規参入の検討を行うに当たり必要な日数と、業務内容を把

握するための機会を前契約時よりも多くすることとしております。 

 続いて４７ページ、１４、業務の引継ぎを御覧ください。仕様書において、事業所から

事業所への業務の引継ぎについて定めております。現在は引継ぎ時に継承する業務マニュ

アルの著作権に関する記載はございませんので、現在の③を④に変更し、その前に新たに

③として、業務マニュアルの著作権は発注者に帰属すること、また事業者は発注者に対し、

著作権、人格権を行使しないことを新たに追記したいと考えております。こちらは委員会

のほうに修正が間に合わなくて、大変申し訳ございませんでした。 

 続きまして２４ページ、従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項を御覧くださ

い。前回と同様に２４ページから２８ページにおいて、実施に要した経費、実施に要した

人員、施設及び設備、実施における目的の達成の程度、業務フローなどの実施方法を示し

ております。これにより、現在契約を締結していない事業者についても、本建物管理業務

に係る業務内容、必要経費、業務量などの把握が可能となりますので、新規事業者の参入

促進が図られることになると考えております。 

 最後になりました。少しページをお戻りいただきまして、８ページ、１.２、サービスの

質の設定、１.２.１、本管理業務の質、（１）の①を御覧ください。これも前回からの実

施にしておりますが、本建物管理業務の質の確保という観点から、本センターの職員及び

関係者に対して年１回、施設・設備アンケートを実施し、館内における各種設備の管理業
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務、館内環境等における満足度を把握することとしており、当該取組によりサービスの質

の維持・向上を図ることとしております。 

 以上簡単でございますが、私からの説明は以上でございます。御審議のほど、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○中川主査 ありがとうございました。 

 それでは、ただいま御説明いただきました本実施要項（案）について、御質問、御意見

のある委員は、御発言をお願いいたします。 

 石田委員、お願いいたします。 

○石田副主査 石田でございます。御説明ありがとうございました。 

 入札参加資格を緩和したということですが、１１ページ、（７）の⑩、「警備業務を行

う者として、英語対応するために、英語による日常会話が可能な語学力を有する者を１名

以上に従事させることが望ましい。」は、緩和した結果というお話だったのですが、これ

はもっと緩和できないですか。警備業務なので、毎回、英語の対応が必要な方がいらっし

ゃるとも限らないようなお話でしたし、今は翻訳アプリやスマホで翻訳もできます。ポケ

トークなどもありますので、「常時、日常会話ができる人を１名以上従事させることが望

ましい」というよりは、「英語対応をする場合があるために、翻訳アプリ等の利用をでき

るようにすること」で十分だと思いますが、どうでしょうか。 

 やはり英語対応をできる人が警備業務でいつも１名以上いるということは厳しいかなと

思います。今、巷では本当にスマホや翻訳アプリで十分にコミュニケーションを取れるの

で、先ほど来、予想されている外国の方が来られるときには、受付業務のほうからきちっ

と引継ぎもあるというような話でしたので、そこまで必要ではないのではないか、もっと

緩和できるのではないかというのが意見の１つです。 

 次に、（８）の以下の業務実績を有することで、こちらの学術総合センターは延べ床面

積が４万２,０００㎡で地上２３階ですから、相当大きい建物ですよね。それで、②で、「過

去５年間において４万㎡以上の建造物の建物管理業務を１年以上継続した実績があること」

というのも新規参入を妨げる大きな要因ではないでしょうか。どうでしょうか。 

 それと、あともう一つ分からないのは、（７）の入札参加資格に戻りますが、⑪のとこ

ろでＩＳＯの登録証を持っているということですけれども、これは厳し過ぎはしないです

か。一般的なものですか。今までも多くの建物管理業務を見てきたのですけれども、ＩＳ

Ｏ資格を３つ要求していることはあまり見た覚えがありません。ちょっと厳しいかなと思
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いました。 

 それから、ちょっとまた前後します。（８）の③「配置予定の統括管理責任者について

は、本調達と同等の業務経験を５年以上有するもの。」というのも厳しい気がします。現

行業者が非常に有利になるように思います。これもちょっと緩和できないでしょうかとい

う、３点です。よろしくお願いします。 

○平塚部長 御質問ありがとうございました。御質問に対しては直接、業務を担当してお

ります会計課長の田原から回答させていただきます。 

 田原課長、お願いします。 

○田原会計課長 会計課長の田原と申します。よろしくお願いいたします。 

 今、御指摘のありました点、大きく分けて３つかと思うのですけれども、まず英会話の

検定、英語です。我々としては、確かに御指摘のとおり、アプリやそういったもので対応

できると考えていますが、多少なりとも英会話が、外国の支援者とかが結構最近いますの

で、そういった面ではこれぐらい言わないといけないのではないかなという言い方で書か

せていただきましたけれども、一般的に今、委員がおっしゃったようなことであれば、ち

ょっと見直しを考えたいと思います。 

○石田副主査 ありがとうございます。維持管理業務で、受付業務があるところで日常英

会話というのは分かるのですけれども、警備業務なので、多分、非常に機会が少ないと思

うので、御検討いただければと思います。 

○田原会計課長 承知しました。実務業務実績につきましては、４万２，０００㎡とか、

先ほどの５年間とかいうことですけれども、今までも同じようにやってきたので、我々も

一般的なものかというのは調査しないと分かりませんので、今、御指摘のありました件を

踏まえて、改めて確認させていただければと思います。 

 ＩＳＯにつきましても、我々としては、国立情報学研究所とかそういった大学機関とか

というのがありますので、厳しめにという形で、ＩＳＯ３機関のものということで登録証

を有しているということにさせていただいたのですが、すみません、これも一般的でない

ということであれば、見直しを図ることも検討させていただこうかと思います。 

○石田副主査 ありがとうございました。 

○中川主査 ほかに御質問、御意見のある委員はいらっしゃいますか。 

 岡本委員、お願いいたします。 

○岡本副主査 ありがとうございます。今の件と関わるのですけれども、今回の令和４年
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から令和７年の時期において、それ以前と受注者が変わっておりますよね。この受注者が

変わったことによって、何らかの変化があったのでしょうか。例えば業務内容に対して質

の問題があったとか、そういうことは全くなかったのですか。 

○田原会計課長 そういう質の問題とかというのはございませんでした。 

○岡本副主査 なかった。私の１つの疑問というか、入札の契約金額がほとんど変わって

いないですよね。今回は２億２,３００万円ですか。 

 総計としては変わっていないように見受けるんですけれども、中身ですよね。個別の内

訳、それは業者が変わったことによって、結構変わっているのでしょうか。 

○田原会計課長 ほとんど変わっておりません。 

○岡本副主査 合計金額、契約金額は変わっていないということですか。 

○田原会計課長 契約金額もほとんど変わっておりません。 

○岡本副主査 内訳がございますよね。各業務に係る警備とか、そういうのが業者によっ

て違うことはあまりないのでしょうか。 

 契約されている金額というのはそれほど変わっていないと理解しておりますが、それは

間違いないですよね。 

○田原会計課長 はい。 

○岡本副主査 業者が変わったとしても。合計金額の各細目において変わっているという

ことはありますか。 

○田原会計課長 おっしゃっているのは３つの業務の内訳の話ですか。 

○岡本副主査 例えば３つの業務であるとか、人件費の金額とかですね。 

○大上参事官 事務局でございます。すみません、失礼いたします。６月に実施しました

事業評価のところで、実施機関から実施状況報告をいただいておりまして、その際に御報

告いただいた内容としまして、恐らく委員が御指摘の事項ごとですね。総括管理業務とか

昇降機設備点検保守費とか、そういった内訳が実施状況報告に公表資料として出ておりま

すけれども、こちらでは前回と差額も記載しておりまして、費目、事項ごとに差とか、増

減しているという状況は見受けられるのかなと思いますが、実施機関のお考えはいかがで

しょうか。 

○岡本副主査 見受けられると今おっしゃったんですね。 

○大上参事官 実施状況報告ですので、実施機関からいただいている数字でございます。 

○岡本副主査 それ以前の契約のときと、今回の令和４年度との契約において差が見られ
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るということですね。 

○大上参事官 実施状況報告ではそのように書いてございます。 

○岡本副主査 分かりました。ありがとうございます。 

 それともう一つ、差し支えない範囲でお聞きしたいのですけれども、今回というか、令

和４年度から令和７年度までの第１期の公共サービス法による民間競争入札に手を挙げた

業者の方というのは、前よりは入札に参加された方、説明会に参加された方は減ってはい

るのですよね。 

 入札の説明会に参加された業者の方は、以前より減っているのですよね。 

○田原会計課長 すみません、ちょっと複雑ですけれども、前回の入札の説明会に参加し

たのは前回の会社でございます。現場説明会にももう１社と現在の会社で、仕様書も取得

者の中に現在の会社のものが入っているという状況で、最終的に詳細までは分かりません

けれども、前回の契約業者は辞退というか、入札を行わず、現在の関東コーワですけれど

も、その方が入札に応じ、１者応札であったという形です。 

○岡本副主査 なるほど、それで辞退されたそれ以前の業者の方の理由が、人員の確保が

困難だったということですか。 

○田原会計課長 ヒアリングでは、人員の確保が難しいということでした。 

○岡本副主査 ヒアリングというのは、以前に受注された業者の方がそういう理由で今回

は入札されなかったと理解していいですね。 

○田原会計課長 はい。 

○岡本副主査 その人員確保の、どういう人員だったのかは分からないですか。 

○田原会計課長 どういう人員かというところまでは、ちょっとすみません、分りません。 

○岡本副主査 今回２者というか、以前に契約された方が今回は応札されませんでしたよ

ね。新たな業者になりましたよね。以前に入札、応札されていた方が今回辞退されたのは

どういう理由なのかというのが私の興味なんですけれども、そこは分からないでしょうか。 

○田原会計課長 繰り返しの回答になって恐縮ですけれども、人員を確保できないという、

ヒアリングの中ではそういった回答しかなかったので、どの人員かも、すみません、よく

分かりません。 

○岡本副主査 分かりました。申し訳ございません、ありがとうございました。 

○田原会計課長 いいえ、すみません。申し訳ございません。 

○中川主査 奥委員、お願いいたします。 
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○奥副主査 ありがとうございます。先ほど石田委員から御指摘のあった点で、１１／３

６８ページ、（７）の⑪のところですけれども、ＩＳＯの３つの規格の認証を全て取って

いなければいけないというのは、かなりハードルが高いのではないかと私も考えます。こ

の建物管理業務で個人情報ですか、法人情報等を扱うというケースがあるのであれば、情

報セキュリティーもしくはプライバシーマークを取っていることというのはマストにして

もいいかもしれませんが、ＩＳＯ９００１とＩＳＯ１４００１は、通常ほかの入札案件な

どを見てみましても、加点要素としては考慮しますけれども、マストにするというのは、

業務の性質にもよりますけれども、建物管理業務で必ずそれを取ってなければいけないと

いうことでは必ずしもないのではないかと思います。 

 それと、もしＩＳＯ１４００１を位置づけるのであれば、併せてエコアクション２１も

併記しておいていただかないと、ＩＳＯ１４００１も環境マネジメントシステムの認証規

格ですけれども、日本にはエコアクション２１という環境マネジメントシステムの登録認

証制度がありまして、そちらのほうがどちらかというと安価で、そして割と中小の事業者

でも取りやすいような、なおかつ、それでいて環境経営レポートの報告義務といいますか、

公表義務も課しているような、そういうしっかりとした仕組みがありますから、ＩＳＯ１

４００１を書くのであればエコアクションも同じように書いておいていただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

○田原会計課長 ありがとうございました。エコアクションについては、私ども勉強不足

で申し訳なかったのですけれども、今、御指摘いただいたものを踏まえまして、検討させ

ていただければと思います。それと、今おっしゃった今回の分は最低価格落札方式ですの

で、なかなか加点というわけにはいかないので、確かにおっしゃるとおり、総合評価であ

れば加点方式のところに入れるというのが一般的かもしれませんので、そこら辺も踏まえ

て確認させていただいて、検討させていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

○奥副主査 お願いいたします。 

○中川主査 大見委員、お願いいたします。 

○大見副主査 資料Ａ－４を拝見して、入札参加に対するヒアリング状況及び結果のとこ

ろに「人員の確保が困難なため」というふうに書いてあるのですけれども、資料Ａ－２の

実施要項（案）の１１／３６８のところに入札参加資格ということで、どういう人員が必
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要かということが（７）で書いてあると思うのですが、そのうち②のところで、第３種電

気主任技術者を常駐させることと書いてあるのですけれども、こういった参加資格の要件

を満たす人員というのは基本的には外注とかではなくて、応札した企業のほうにこの人員

がいなくてはいけないということなのでしょうか。 

○田原会計課長 第３種につきましては、少々お待ちいただけますか。すみません。 

○大上参事官 事務局です。お時間かかりそうでしょうか。 

○田原会計課長 すみません、ちょっと時間がかかるかもしれません。申し訳ございませ

ん。 

○大上参事官 大見委員、今、ちょっと回答が保留になっておりますが、何かこれに加え

て問題意識とかがありましたらお伝えいただいて、回答に応じて対応ということもあるか

もしれませんけれども、お願いできますか。 

○大見副主査 分かりました。人員の確保が困難ということが入札不参加になった理由と

してあるのですけれども、今、現状としては英語の要件については緩和していますが、ほ

かの入札参加資格①から⑨とか、あるいは⑪の部分については特に条件は緩和していない

のかなと思うので、その辺りがもう少し緩和できると、入札する事業者さんが増えるのか

と思いましたので、外注とかいうことができるのであれば明記したほうがいいのかなとい

う趣旨で質問いたしました。 

○大上参事官 ありがとうございました。では、事実確認ができましたら併せて御回答と

いうことでよろしいでしょうか。 

○大見副主査 結構です。ありがとうございます。 

○田原会計課長 申し訳ございません。後ほど回答させていただきます。 

○大見副主査 すみません、もう１点ですけれども、先ほど英語の要件は緩和されたとい

うことだったのですが、英語の要件について緩和したというのは、何か具体的に英語要件

がハードルになっているみたいな話があったからなのでしょうか。 

○田原会計課長 １つには、より新しい業者が入るときに、英会話の件というのも１つあ

るかなと思って我々のほうで検討させていただいて、実際にゲストハウスの担当者のとこ

ろの仕様にも、英会話ができることが望ましいという形で、担当者もそういった形で実際

のところはやっていたので、我々もその必要はないというふうなことを受けまして、見直

しを行ったという形でございます。 

○大見副主査 分かりました。ありがとうございます。 
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○中川主査 稲生委員、お願いいたします。 

○稲生専門委員 ありがとうございました。時間も押しておりますので簡単になのですけ

れども、引継ぎ費用について、二、三質問させていただきます。 

 実施要項（案）の７／３６８、それから８にかけてかと思います。まず１点目ですけれ

ども、引継ぎに際して業務内容を明らかにして書類を作成するというのが、このページの

下のほうで先ほどお読みいただきましたが、この部分を改定したという話がありました。

それで、業務内容を明らかにしたという部分でちょっと気になっているのが、現在の受注

されている方たち、事業者なのですが、ノウハウに関わる事項も含まれていると思うので

すけれども、ここで言う業務内容を明らかにするというのがどの範囲を指すのか。これは

別のところでお話がありましたけれども、マニュアルに関しては著作権が発注者側に帰属

なさるという話があったものですから、マニュアルの内容を具体的にしたものが業務内容

を明らかにしたものという理解を私はしているのですが、そういったことでいいのかどう

か。つまりノウハウということで、企業にとっては渡したくない部分もあろうかと思いま

すけれども、その部分に関しては除かれているのかというような問題意識でございます。

これが１点目です。 

 それから、２点目でございますけれども、引継ぎに関する費用ということで、このペー

ジに書いてあるのですが、書かれた費用について、ちょうど赤文字のところでありますの

は、「書類の作成」と書いてありまして、それから交通費の部分ということで特出しされ

ているのですね。恐らく一番大きいのは人件費ではないかと思うのですけれども、引継ぎ

にかかる、現在受注している事業者と、新しく受注する事業者それぞれの人件費について

は一体誰が負担するのかということでございます。もしそれが各事業者であるということ

であれば、そこの部分は注記したほうがいいのではないかといった問題意識でございます。 

 それから、実は仕様書との関係で整合的なのかどうか気になっているのですけれども、

７／３６８ページで見ますと、１.１.５、業務の引継ぎの（１）の１行目から４行目にか

けて、研究所としては、引継ぎ全体に対してコミットするのだというふうに読み取れるの

ですが、一方でその後ろのほうに仕様書がございまして、別紙５の部分ですけれども、そ

の仕様書の４７／３６８に業務の引継ぎというのがございました。これを見ておりますと、

引継ぎの完了後、発注者に書面で報告するということで、非常にシンプルな形で書かれて

いて、つまり今、私が御紹介してきた７／３６８と、別紙５の仕様書の業務の引継ぎがす

ごくあっさりしているところとの間で、何か整合的なのかどうかということがありますの
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で、これは今、御回答が難しければ、後ほど対処いただいたほうがいいのかなという問題

意識で発言させていただきました。 

 私からは以上３点でございます。 

○田原会計課長 ありがとうございます。 

 まず、１点目の業務内容を明らかにした書類ですけれども、先ほど委員より御指摘があ

りましたとおり、我々としては業務マニュアルと想定しておりまして、企業さんが持って

いるようなノウハウまでは我々のほうにいただくということは想定しておりません。 

 ２つ目ですが、人件費については、それぞれの現行事業者は、現行の事業者の人件費で

あり、引継ぎ、新しい方にかかるような、こちらに来る旅費とかもそうですけれども、人

件費についてもそれぞれが負担していただくという形で我々としては考えています。 

 そして、あと御指摘のありました業務の引継ぎの点につきまして、確かに記載内容が、

確かに４７／３６８は書面にて報告しなければならない形でシンプルになっているので、

確かに御指摘のとおり、見ようによっては間違えるのかもしれませんので、７／３６８の

ような記載に改めるような形で検討させていただければと思います。 

○稲生専門委員 ありがとうございます。今の御回答で抜けておったのが、２点目の個人

経費の負担についてなのですけれども、これは私の見方がもし間違っていなければ、今の

実施要項にはたしか人件費部分はそれぞれ負担するという記載がなかったのではないかと

思いますので、この部分については加えたほうがいいのかなと。間違いがないように加え

ていただくほうがいいかと思いますので、この点については御検討をよろしくお願いした

いと思います。 

 ありがとうございました。 

○田原会計課長 ありがとうございました。 

○中川主査 ほかに御意見、御質問のある委員はいらっしゃいますか。 

 石田委員、お願いいたします。 

○石田副主査 すみません、時間も押していますが、要項の書きぶりで、８／３６８のア

ンケート調査ですけれども、これは別紙３を拝見すると紙媒体のようなのですが、紙媒体

なんですかということと、総務省から出ている実施要項の記載例を見ると、アンケート調

査については、今はできれば電子化することが望ましいというふうになっていますので、

受注業者も電子化、グーグルフォーム等を使ったアンケート調査のほうがその後の集計の

手間もないですし、ぜひその辺のところを、別紙３と同程度のアンケート調査を電子化す
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ることが望ましいみたいな形にしていただきたいと思います。それと、この書きぶりだと

アンケートをどれぐらい取るかというのが全く見えないので、最低ラインの数ぐらいはあ

ってもいいかなということが１つです。 

 次に、同じように実施要項の例で総務省が出しているものだと、１０／３６８で費用負

担等に関するその他の留意事項、（２）水道光熱費で、「本管理業務の実施に必要な施設

の電気、ガス、水道にかかる費用は、当研究所の負担とし、受注者は無償で使用できるも

のとする。」となっていますが、ただし書で、「ただし、民間事業者は節電・節水に十分

心がけるものとする」という文言を入れていただけると要項の記載例に沿うかと思います

ので、御検討いただければと思います。 

 以上です。 

○田原会計課長 ありがとうございます。まずアンケートでございますけれども、確かに

紙のように見えておりますが、今まで何回か実施しておりますけれども、先ほどおっしゃ

ったようなグーグルフォームのような形で、実際のところは入居機関の情報学研究所と一

橋大学、大学学位授与機構ともにウェブでやっておりますので、申し訳ございません、そ

こは説明が足りなかったかもしれないです。それと、ただし書の節水・節電につきまして

は、記載するようなことで検討させていただければと思います。 

 ありがとうございました。 

○石田副主査 お願いします。ありがとうございました。 

○中川主査 ほかに御意見、御質問のある委員はいらっしゃいますか。 

 尾花委員、お願いいたします。 

○尾花専門委員 質問させていただきます。 

 自分で回答を持っているわけではないのですが、昨今、公共調達を通じて、政府の政策

も実施していこうという傾向が強いことと承知しています。現在問題になっているのは賃

金の上昇ということなのですが、総合評価落札方式の場合には、評価項目として「賃金を

上昇させています」という企業についてはいい点をつけるということはありながら、最低

価格落札方式の場合は、できるだけ安価をよしとして調達してしまうので、なかなか賃金

上昇という政策の実施が難しくなっているように思えます。特に、複数年契約の場合には、

最低賃金の今後の伸びを考えると、３年分の伸びを前提に調達していくというのが非常に

難しいと思います。この点は、予定価格のところで御省が考慮になるという方針しかない

という理解でいいですかねという質問です。すみません、何か具体的な案もないまま述べ
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ているので申し訳ないのですが、御意見を頂戴できると助かります。 

○田原会計課長 確かに昨今の賃金上昇により、恐らく次回の契約についても金額の上昇

が見込まれるんですけれども、確かに我々のほうで予定価格をつけるのですが、現状では

今までの伸びを踏まえて、２年後、３年後までの伸びがどのくらいあるかというのはなか

なか分かりませんので、今までの傾向を基に作成するというのが現段階においてできる範

囲かと思います。 

○尾花専門委員 分かりました。ありがとうございました。そうかなとは思ったのですが、

近頃、省庁さんによっては結構独自の試みをされているところもあって、例えば総合評価

の結果についても入札業者に全面開示して、今後はこういう形で頑張ってくださいなどと

業界を育てる試みをしている省庁もあることを発見しました。総務省の例だったのですけ

れども。 

 それと同様に、例えば無理かもしれませんけれども、最低賃金の上昇の割合をインデッ

クスにして、今回の場合は委託費での調達になりますので、人件費部分だけは最低賃金の

上昇の割合に応じて上昇してあげますよといった提案をすることも、非常に難しいとは思

いますが、検討できるのかなと思います。昨今は業者を見つけるのがとても大変だと聞い

ておりますので、民間ではよくある賃料の自動増額方式みたいな感じで、政府が出してい

るインデックスならそれに基づいて一定の割合で人件費を上げてあげますといったような

試みを、３年ならまだいいですけれども、特に５年とかの契約だと検討できるのかなと思

いました。すみません、これは意見ですので、検討していただかなくて結構です。 

 以上です。 

○田原会計課長 ありがとうございます。 

○中川主査 ほかに御意見、御質問のある委員はいらっしゃいますか。 

 和田委員、お願いいたします。 

○和田専門委員 先ほどの尾花委員の御発言に、私も大変賛同いたします。実は私、最低

賃金の委員会のほうに入らせていただいています。ご承知のとおり、ここ数年で最低賃金

が急激に上昇し、今後数年も最低賃金の上昇が見込まれています。受注される側の経営者

は、当然そのことは頭にあると思います。行政の側は、いったん契約をしてしまえば、そ

れで終わりでしょうが、現在のように想定以上の官製の賃金上昇が見込まれる場合は、５

年先にどれだけ利益が縮小されるか分からない状況だと、なかなか応札しづらいと思いま

す。応札して受注に成功したとしても、最低賃金の想定以上の上昇によって、業者の方が
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予想以上に大変お困りになる可能性が高いと、労働者のことを一生懸命考える経営者の方

だと、最低賃金の上昇というのはかなり、あと何年かかなり続きそうと経営者は判断する

可能性が高いと思います。通常の時代は、そういうことまで想定する必要はないと思いま

すが、今後数年は最低賃金の急増等、官製の賃金コストの上昇が見込まれる時代には、そ

ういう部分も考えているというか、考慮しています、対応しますというような一文を入れ

ていただくと安心して応募できる、応札できるのではないかと思っているところです。 

 これは私の感想でありますけれども、もしそういうことが可能になるとありがたいです。

５年先になってくるとかなり大変になると思いますので、御検討いただけるとありがたい

と思います。 

○田原会計課長 ありがとうございます。 

○中川主査 ほかに御意見、御質問のある委員はいらっしゃいますか。よろしいでしょう

か。 

 では、事務局から何か確認すべきことがあればお願いいたします。 

○事務局 事務局です。御議論いただき、ありがとうございました。 

 実施要項（案）等で修正する必要があるところだけ、確認させていただければと存じま

す。御意見をいただいた順に申し上げます。 

 まず石田委員からいただきました御意見で、１１／３６８の（７）番、⑩です。英語で

の日常会話が可能な語学力を有する者というところで、こちらをもっと緩和できないかと

いう点で、実施機関から見直しをするということでお返事をいただいていますので、御検

討いただきたいと存じます。⑪番、ＩＳＯの規定についても厳し過ぎるのではないかとい

う御意見をいただきましたので、実施機関には検討していただきたいと存じます。また（８）、

②のところです。過去５年間において延べ床面積が４万以上という実績についても緩和で

きないかということで、御検討いただきたいと存じます。 

 それから、奥委員からいただきました、同じく（７）の⑪番の御指摘で、もしＩＳＯ１

４００１を記載するのであれば、エコアクション２１も併記してはどうかという御意見も

いただいていますので、同時に検討していただきたいと存じます。 

 次に、大見委員からいただきました御質問、同じく１１／３６８のところで、②につい

て再委託でもよいかということで御質問をいただいていますけれども、こちらも後ほど実

施機関に確認していただいて御返答申し上げます。 

 その後、稲生委員からいただきました７／３６８の引継ぎの費用のところです。人件費
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についての記載、どちらが負担するかを明記するという御指摘をいただきましたので、こ

ちらも御検討いただきたいと存じます。また同じ箇所、別紙５の４７／３６８の引継ぎの

記載が簡素な記載となっておりますので、７／３６８の書きぶりと合わせるような形で記

載するということで御意見をいただいておりますので、御対応をお願いいたします。 

 石田委員からも再度御指摘いただきました８／３６０ページのところ、アンケートにつ

いてどのくらい数を回収するかということで、質の設定の意味で、数を書いたらどうかと

いうことで御指摘をいただいていますので、こちらも御検討いただきたいと存じます。あ

と、１０／３６８の（２）のところ、光熱費です。この文章の後に、「ただし、民間事業

者は節水・節電等に留意する」というような文言をつけ足すということで御意見をいただ

いておりますので、御対応をお願いいたします。 

 修正を伴うような御意見は以上かと存じますが、もし漏れているところがありましたら、

御指摘いただければと存じます。 

○中川主査 石田委員、お願いいたします。 

○石田副主査 すみません、ありがとうございました。追加で、１２／３６８の一番上の

③です。「配置予定の統括管理責任者については、本調達と同等の業務経験を５年以上有

するもの。」というのも緩和が可能かどうか御検討いただきたいということと、あと、先

ほどあった（７）のところ、⑩だけではなく、①から⑨もたくさんの資格があるので、こ

れらの資格要件は厳し過ぎないかどうかを同等の建物の維持管理をしているところの入札

要項を見て、緩和が可能かもう一度御検討いただければと思います。 

 以上です。 

○中川主査 ありがとうございます。ほかによろしいでしょうか。 

 それでは、本日の審議を踏まえ、国立情報学研究所におきまして引き続き御検討をいた

だきまして、事務局を通して、各委員が確認した後に手続を進めるようにお願いいたしま

す。本日はどうもありがとうございました。 

○田原会計課長 どうもありがとうございました。 

○事務局 国立情報学研究所様、ありがとうございました。退出ボタンを押して、御退室

されてください。 

○田原会計課長 失礼いたします。 

○平塚部長 失礼します。 

（国立情報学研究所 退室） 
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○中川主査 引き続き、小委員会の再開に向けて準備を行いますので、しばらくお待ちく

ださい。 

○事務局 事務局でございます。それでは、環境省様に御入室いただきます。 

（環境省 入室） 

○中川主査 次に、循環型社会形成推進基本計画に係るフォローアップ及び「循環型社会

白書」作成支援等業務の実施要項（案）について、環境省環境再生・資源循環局総務課循

環型社会推進室、近藤室長から御説明をお願いしたいと思います。なお、御説明は１５分

程度でお願いいたします。 

○近藤室長 環境省の近藤と申します。 

 それでは、私のほうから、循環型社会形成推進基本計画に係るフォローアップ及び「循

環型社会白書」作成支援等業務について御説明を申し上げたいと思います。資料はＢ－２

を御覧いただければと思います。まず事業の簡単な概要を説明した後で、改善点について

御報告いたしたいと思っております。 

 資料のＢ－２の１ページ目を御覧いただきますと、２ポツのところから具体的な事業の

内容が始まってございまして、まず業務の目的でございますけれども、第五次の循環型社

会形成推進基本計画が今年８月に策定されました。２の（１）の上から七、八行目のあた

りに書いてありますが、その部分を簡単に御報告いたしますと、これは中央環境審議会で

計画を策定された後も２年に１回程度の点検を行うことになっていまして、点検の報告書

自体は２年に１回程度報告がされるわけですけれども、毎年毎年、４回から５回ぐらい中

央環境審議会に循環型社会部会というものがありまして、それを開催して各省からヒアリ

ングをしつつ、施策の進捗状況について評価・点検を行うということになっております。 

 また、その下の「他方」という部分から、下から七、八目のあたりにありますが、循環

基本法第１４条においてということで、循環型社会形成の推進に向けた白書ということで、

ノウハウの実施状況、あるいは今後どういうふうに施策を講じていくのかといったことを

まとめて報告することになっております。 

 これらがこの業務の全体像となっていまして、１ページめくっていただきまして（２）

番、業務内容で２－１というところがございます。まず物質フロー図の更新、それから物

質フロー図にある指標についての進捗状況の整理ということでありまして、物資フローに

ついて第１段落のところにありますが、資源生産性、１人当たり天然資源消費量、循環利

用率、あるいは最終処分量といった多様な指標に基づいて計画の進捗を見ておりますけれ
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ども、これについて毎年、様々なデータがベースにありますので、データを更新していく

という作業がございます。 

 その中で、①番から④番までありますけれども、物質フローの図を作って、あるいはそ

のベースとなる計算をしていただくとか、②番でありまして、第五次の循環基本計画につ

いて更新していくと、また、計画の中でも指標を新たにつくるというのもありますので、

それについての指標の策定もやっていくことになります。 

 ３ページに入りまして、③番であります。また、この循環基本計画に並行して国民の意

識・行動の調査を行っていまして、インターネット調査になりますけれども、継続してや

っている項目、新しい項目とありますが、それぞれ含めて１,０００サンプル程度のものを

年に１回やっているということになります。 

 また、物質フローが変わりましたら、④番ですが、それぞれなぜ変わったのかと、要因

分析が必要になりますので、これもやっていただいているということになります。 

 ２番でありまして、第五次循環基本計画を受けて、次の計画を策定することに向けてど

ういう指標が必要なのか、あるいはそのベースとしてどういうデータが要るのかといった

ことを検討していく必要がありまして、①番が算定・評価手法の検討。これはワーキング

グループを開いて実施するということになりますし、次、４ページにいっていただきまし

て、②番になりますが、シナリオ分析や具体的な目標・指標の検討ということで、どうな

っていくべきかということに応じてそれを把握していく指標をつくっていくことになりま

すので、その検討も同じようなワーキングでやっていくということになります。 

 ２－３のところがワーキンググループでありまして、これは指標について特に実施する

ものでありまして、有識者数名、あるいはアドバイザーということで、個別の分野につい

て詳しい方々にお声がけをいたしまして、年に４回程度、指標をどういうふうにつくり込

んでいくのかといったことについて御意見を聴取しながら、並行していろいろ宿題をいた

だきますので、その検討作業をしてお返しして、作っていくといった作業をしております。 

 それから５ページ、２－４へ行っていただきますと、循環基本計画の点検報告書になっ

ていまして、あるいは白書を作るという作業で、実際に手を動かしていただくことをやっ

ていただきます。 

 あと、最後に２－５の循環部会の対応ということで、実際に部会で使う資料についても

作成していただきます。パワーポイント集に加えまして、点検報告書（案）というのもこ

れに含まれてまいります。 
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 全体の概要としてはこんな形になっていまして、それぞれ改善事項について個別に御説

明いたしますと、まず、業務内容あるいは業務量の明確化についての改善でございまして、

戻っていただきまして４／６２、下のページは２ページ目になっていまして、御覧いただ

きますと、中ほどに黄色くなっている部分がございます。物質フローの更新方法とか、あ

るいはその明確化ということでありまして、これが過去の報告書に書いてありますが、環

境省のホームページの中でなかなか探しづらい場所にありますので、それを見つけやすく

するという意味で、ここに追記しております。 

 それから、次はワーキンググループの設置についてでありまして、これは少し先に行っ

ていただきまして、下のページで４ページを御覧いただきますと、ワーキンググループの

設置・開催について、業務量が分かりやすいようにということで、これまでの報告書、あ

るいは検討会の進み具合が参考になると思いますので、一番下に黄色でハッチングしてい

ますが、参考資料ということで、ＵＲＬとともに追記しております。これも分かりづらい

場所にあったということで、ここに明確に書いております。 

 それから、その次の５ページ目の一番上の部分でありますが、点検報告書の内容と業務

量の明確化でありまして、主な循環基本計画の点検結果のＵＲＬを追記しまして、探しや

すくしております。 

 それから、環境白書の作成の部分、これもスケジュールが分かりづらいと。また、内容

についても、業務量についても分かりづらいというような御意見がありましたので、②番

ですが、最初の２行の部分につきまして、循環白書を作る、原稿作成する時期を１１月か

ら３月ということで追記しております。具体的に作成するものを参考資料ということで、

少し先にＵＲＬとともに追記しました。 

 次は、循環部会に向けて、実際の作成の支援の業務量を明確化するということをしてお

りまして、５ページの一番下から、２－５の循環部会への対応がありますけれども、具体

的には６ページに参考資料ということで、それぞれの部会の際に、請負業務の中で作成い

ただいた資料のＵＲＬを追記することによって、この業務量を分かりやすくしております。 

 それから、その次は入札期間の見直しということでありまして、なかなか具体的に入札

するかどうかを判断するにも時間が足りないというような御指摘もありましたので、これ

は資料のＢ－４を御覧いただければと思いますが、入札期間を延長することにいたしまし

た。ちょうど黄色と青の部分で分かれていますが、黄色の部分の一番上に入札スケジュー

ルという欄がありまして、令和４、５、６と入札期間が３０日弱ということでございまし
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たけれども、令和７年度につきましては４１日程度ということで、これを増やしていると

いう形でございます。 

 また、入札説明会も開催しており、業務の内容についてコミュニケーションの機会を増

やそうということで、入札説明会はこれまで実施していませんでしたが、実施させていた

だこうと思っております。それがＢ－２の実施要項の資料でいきますと、９ページを御覧

いただきまして、５ポツに、入札に関する事項、スケジュールが書いてありますが、２行

目で入札説明会は１２月下旬頃と記載しておりますのと、次の１０ページ、（２）に入札

実施手続ということで、入札説明会の関係事項を記載しております。 

 それから、継続性がある業務というふうに見られがちということもありまして、前事業

者の業務についての引継ぎということも、今回、新たに記載させていただいておりまして、

これについては資料の３８／６２を御覧いただきますと、別添３の提案書の作成要領が出

てまいります。それの２ページ目になりますが、３９／６２を御覧いただきますと、４、

業務の実施体制のところ、４.３で引継ぎということで、円滑な引継ぎが行えるための工夫

をどういうふうにするかと。こういうものを入札の提案書の中に盛り込んでいただくとい

うことをしまして、その次の業者さんへの引継ぎが円滑に進むような工夫をしております。 

 また、少し先になりますけれども、５１／６２ページを御覧いただきますと、引継ぎと

いうことで、具体的に大きめの欄を設けているということでありますとか、５６／６２ペ

ージを御覧いただきますと評価基準書がついていまして、別添５になりますけれども、評

価基準表の中ほどですね。４の業務の実施体制の次、４－３のところで引継ぎということ

で、ここに点数を記載しております。 

 それから、Ｂ－４のほうを御覧いただきますと、先ほど御説明した入札スケジュールの

欄の一番右のところで、公告期間４１日の開催と、その下に引継ぎ期間を３０日確保とい

うことを記載してございます。 

 それから、評価基準の見直しもさせていただいております。これは５６／６２ページを

御覧いただきますと、配点がついている別添５が出てまいりまして、この中で「従事者の

実績能力、資格等」というところがありまして、場所で言うと４.２ですね。これまで１０

点でしたが、これを５点に下げております。また、「組織の実績」を書くところがござい

まして、５ですね。これまで１５点の配点でありましたけれども、これを５点に下げてお

りまして、現行の請負者が有利にならないようにという形で配点を見直しております。 

 それから、業務内容の詳細な中身が分かるようにということであります。これはその少
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し先の５９を見ていただきますと、従来の実施に要した人員ということで、これは積算に

つきまして、その実施の体制、何人日をそれぞれに割り当てて考えているのかということ

が分かるように、明確化いたしております。 

 これ以外にも、入札に至らなかった業者のヒアリングもしておりまして、それを踏まえ

て、これに今、御説明した改善点も踏まえ、仕様書の見直しをしているところでございま

す。 

 説明は以上になります。よろしくお願いいたします。 

○中川主査 ありがとうございました。 

 それでは、ただいま御説明いただきました本実施要項（案）について、御質問、御意見

のある委員は御発言をお願いいいたします。 

 奥委員、お願いいたします。 

○奥副主査 説明ありがとうございました。先ほどの御説明の中で引継ぎ期間を３０日設

けることとしたというふうにおっしゃいましたけれども、そちらを実施要項には明記しな

いんですか。 

○近藤室長 決めていることは書いたほうがいいと思いますので明記いたします。 

○奥副主査 そうですね。はい、ぜひ明記してくださいというお願いです。 

○近藤室長 了解いたしました。ありがとうございます。 

○奥副主査 取りあえず、その点だけです。 

○中川主査 岡本委員、お願いいたします。 

○岡本副主査 ありがとうございます。要項に関して３点あります。 

 １点目、これは確認なのですが、５／６２、③の循環型社会に関する国民の意識・行動

の調査というところです。最後に、「なお、本調査に関してはあらかじめ環境省の承諾を

得たうえで再委任等しても差し支えない」と書いてありますが、この再委任というのは再

委託とは違う概念ですか。 

○近藤室長 これはその意味です。 

○岡本副主査 その意味というのは、再委託と同じという意味ですか。 

○近藤室長 はい、そういう意味です。 

○岡本副主査 であれば、統一されたほうがいいのかなという気がしました。 

○近藤室長 用語ですね。はい、分りました。 

○岡本副主査 それと、ほかの再委託のところではあまりこういう文章は見受けないので
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すが、ここは特出しをされている理由があるわけですね。 

○近藤室長 この部分は自分のところだけではできなくて、専門のインターネット調査と

いうこともありますので、そういう具体的にツールというか、調査に応じてもらえるプー

ルを持っている人たちの力を借りる必要もあるので、そういう意味で入れております。 

○岡本副主査 なるべく多くの方に手を挙げていただきたいということですか。 

○近藤室長 はい、それもあります。 

○岡本副主査 そういうことですね。分かりました。 

○近藤室長 それは受託した事業者さんだけではできないということで、その先にいる人、

別の事業者さんの力を借りる必要があるのでという意味で入れています。 

○岡本副主査 そこは特に環境省として特に申し上げたいということだと理解してよろし

いわけですね。 

○近藤室長 そうです。はい。 

○岡本副主査 分かりました。２点目です。７／６２で主に出てくるんですけれども、こ

の要項の中では「作成支援」と「作成」というのを明確に書き分けていらっしゃるんです

ね。 

○近藤室長 作成支援と作成でしょうか。 

○岡本副主査 例えば、７／６２のところの②、「令和８年版循環白書の作成支援」とい

う表題になっていますよね。 

○近藤室長 はい。 

○岡本副主査 その２行目、「原稿を作成するものとする」と。ここは、原稿は自ら作成

してくださいということを明確に言いたいわけですね。 

○近藤室長 そうです。 

○岡本副主査 「支援」というのはもっと広い概念という理解でしょうか。 

○近藤室長 そうです。要は、そのバックグラウンドのデータをいろいろ集めてくるとい

うこともございます。 

○岡本副主査 ということは、この要項の中で主に「作成支援」という言葉が多く使われ

ると思いますけれども、「作成」というのが数か所あったので、そこは作成してください    

と言いたいと言うことですね。 

○近藤室長 そうです。 

○岡本副主査 そういう意味で特出しをされているという理解でよろしいわけですね。 



 -22-

○近藤室長 はい、そのとおりです。 

○岡本副主査 分かりました。ありがとうございます。 

 最後の第３点目ですが、１７／６２ですけれども、再委託のところです。確認ですけれ

ども、全部の一括再委託は禁止、駄目でしたよね。 

○近藤室長 はい。 

○岡本副主査 一部は構いませんと。その一部の再委託の該当は、どういう業務であって

も、質的にも量的にも一部であったらいいという理解でいいのですか。この業務は絶対に

受注者にやってもらわないと困るというのはないのでしょうか。 

○近藤室長 そもそもその業務の委託は半分です。半分以上はちゃんとその業者にやって

いただかないといけないのですが、当然コアな部分は残るという理解で、その補助的な部

分は再委託してもいいということでございます。 

○岡本副主査 コアというのは、量的に半分以上がコアになるだろうという理解でいいん

ですね。 

○近藤室長 要は直接の受託者は本人なので、その人にちゃんとやってもらう部分で、そ

の周りをさらに補助していただく部分の再委託は一定程度いいですよということを言って

いるので、先ほど申し上げたようなアンケート調査を実施していってもらう、手を動かし

てもらうところとか、例えばデータを集めてもらうというのがあります。その一部は外に

出してもいいですよと、そのようなものになります。 

○岡本副主査 その関連ですけれども、説明会には非常にたくさんの業者の方が出ていら

っしゃったようですけれども、今までずっと一緒だったということですか。 

○近藤室長 はい。 

○岡本副主査 環境省としては、それはどういうふうな理解をされていらっしゃるんです

か。 

○近藤室長 継続性ということで、外から見るとこれまでの検討をしていないとなかなか

難しいだろうなというところは何となく思いつつありましたけれども、やはり広い、たく

さんの業者さんに手を挙げていただきたいという、競争性という部分もありますので、そ

こは幅広い人に来てもらいたいという気持ちはありましたということであります。今回、

説明会をさせていただいて、しっかりそこを説明する場をつくったほうがいいかなという

ことで改善をしたところです。 

○岡本副主査 すみません、聞こえませんでした。もう一度お願いします。すみません。 
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○近藤室長 失礼いたしました。ヒアリングをかけさせていただいた方々、いろいろ資料

を取りにきていただいた方は５者以上はいたわけですけれども、今回は個別にちゃんと具

体的なお考えを聞いたということと、それも踏まえて、入札説明会という機会をしっかり

つくって質問に答えるとか、中身をしっかり説明するという場を設けることによって、今

後、増やしていきたいなということで、今回は改善したところであります。 

○岡本副主査 これは、シンクタンクと言われている事業者の方々以外にもいろいろな

方々が挙げていらっしゃる、入札説明会に来ていらっしゃるという理解でいいですか。 

○近藤室長 来ていらっしゃる方々はシンクタンクの方々です。 

○岡本副主査 ほとんどシンクタンクということでしょうか。 

○近藤室長 そうです。 

○岡本副主査 分かりました。ありがとうございます。結構です。 

○中川主査 ほかに御意見、御質問のある委員はいらっしゃいますか。よろしいでしょう

か。 

 尾花委員、お願いします。 

○尾花専門委員 資格要件として、競争参加資格として全等級というふうに門戸を広げら

れて、落札者が増える試みをされているかと思うのですが、例えば今回、前年度、令和６

年度は２７名の方が興味を持っていただいていますが、この競争参加資格でいくと、どん

な感じの方が多かったんでしょうか。Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄとか。それから、実施要項を拝見さ

せていただいて、非常に丁寧に検討されているように私は感じたのですが、何か条件を緩

めるとしたらという観点から申し上げると、請負代金の場合に一括して３,７００万円を

後払いにすると、Ａ、Ｂ、Ｃ、ＤのＤぐらいの等級の方が入ろうとするときに、財政上厳

しいと感じることもあるかと思いますので、もうちょっと分割して払ってもらえないかな

と思うような気がいたしました。分割払い後精算みたいな条項を入れていただくのも門戸

を広げる一つの手なのかと思いましたので、この業務に合うかどうか私は分析できていな

いのですが、御検討の一助としていただければと思いました。 

 以上です。 

○近藤室長 ありがとうございました。今、具体的な数値まで申し上げられないんですけ

れども、ＡからＤの分布について割と幅広く分かれていたという話がありまして、という

のと、あと３,７００万円の分割のお話なのですが、事前にいつ循環型社会部会を開くのか

とか、そのスケジュールがなかなか分からない部分があるので、分割というのは難しい部
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分があるんですけれども、御意見としていただきまして、今後、また入札参加資格    

が増えなかったら、またそれも参考にさせていただきたいと思います。 

 ありがとうございます。 

○中川主査 ほかに御意見、御質問のある委員はいらっしゃいますか。 

 それでは、事務局から何か確認すべきことがあればお願いいたします。 

○事務局 御議論いただきまして、ありがとうございました。実施要項の修正についての

点だけ、確認させていただきたいと存じます。 

 まず、奥委員からいただきました引継ぎ期間について、３０日というのを明記したらど

うかということで御意見をいただきましたので、御対応いただきたいと存じます。 

 また、岡本委員から、５／６２ページのところに「再委任」と書いてありますが、別の

ところには「再委託」と書かれておりますので、標記の統一をしていただきたいと存じま

す。 

 修正については以上かと存じます。また、いただいた御意見については、今後、実施機

関でいろいろと検討していただきたいと存じます。どうもありがとうございました。 

○中川主査 それでは、本日の審議を踏まえ、環境省におきまして引き続き御検討いただ

き、事務局を通して各委員が確認した後に、手続を進めるようにお願いいたします。 

 本日はどうもありがとうございます。 

○近藤室長 ありがとうございました。 

○事務局 環境省様、ありがとうございました。それでは、退出ボタン押して御退室され

てください。 

（環境省 退室） 

 

―― 了 ―― 

 


